
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
五
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

松

村

二

郎

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二

十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
か
ら
」
の
下
に
「
一
斉
に
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
が
あ
る
と
任
命
権

者
が
認
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

交
替
制
に
よ
っ
て
勤
務
さ
せ
る
職
員

二

計
器
監
視
そ
の
他
危
険
防
止
上
の
必
要
が
あ
る
職
員

三

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
六
号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
裁
量
勤
務
研
究
員

四

特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員

五

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
休
憩
時
間
を
一
斉
に
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
休
憩
時

間
の
自
由
利
用
が
妨
げ
ら
れ
ず
、
か
つ
、
業
務
の
負
担
が
過
重
な
も
の
と
な
ら
な
い
も
の

第
四
条
第
三
項
を
削
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
二
十
日
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
（
以
下
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
一
年
度
に

つ
い
て
二
十
日
に
当
該
年
度
内
の
任
期
の
月
数
（
そ
の
期
間
に
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
一
月
と
し
て
得
た
月
数
）
を
十
二
で
除
し
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
そ
の
日
数
に
一
日
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
中
「
一
暦
年
」
の
下
に
「
（
臨
時
的
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
年
度
）
」
を
、
「
翌
年

」
の
下
に
「
（
臨
時
的
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
）
」
を
加
え
る
。



別
表
第
二
第
九
項
中
「
お
の
お
の
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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